家族介護手当の支給申請について

【家族介護手当について】
概ね身体障害者手帳１級及び２級の一部程度の障害を有し、他人の介護がないと日常生活を行うことが困難な状態にある者で、現在費用を支出しないで介護を受けており、手当を受給しようとする場合は、次の書類をそろえて申請して下さい。
申請後、認定審査会で、認定された場合、毎月の申請は必要ありませんが、継続をされる場合、毎年5月に介護状況申立書の提出が必要になります。
また、特別障害者手当（根拠規定：特別児童手当等の支給に関する法律）と併せて受給すると、特別障害者手当の受給月額の一部又は全部が減額調整されます。

【申請に必要な書類】
１　介護手当支給申請書　
２　介護手当継続支給申請書
３　介護状況申立書
４　診断書（介護手当用）
５　身体障害者手帳の写し（身体障害者手帳所持者のみ）
６　通帳写し（支店コード、口座番号、名義が記載のページのみ）
【送付・問合せ先】
   　 兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課　原爆被爆者相談室
（平日　午前１０～１２時　午後１～４時）
　　　 電話    ０７８－３６１－８６０４(直通)					【送付先】　　↓下記を切り取ってお使いください。
	
〒６５０－８５６７　　
神戸市中央区下山手通５－１０－１
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